
(様式１)

変更の概要

１ ・計画期間の更新（令和６年度～令和８年度）

２

（１） 被害の現状
R元年度 被害金額：1,834千円，被害面積：1.78ha
→R４年度 被害金額：2,243千円，被害面積：1.94ha

（２） 被害の傾向 ・令和４年度の調査結果を基に記述変更

（３） 被害の軽減目標
現状値（R4年度）：被害金額：2,243千円，被害面積：1.94ha
目標値（R８年度）：被害金額：1,570千円，被害面積：1.35ha
(軽減率30％)

（４） 従来講じてきた被害防止対策 ・前計画で講じた対策及び現在の課題について記述を変更

（５） 今後の取組方針 ・今後の取組方針について記述を変更

３

（１） 対象鳥獣の捕獲体制 ・令和5年度現在の人数に変更

（２） その他捕獲に関する取組 ・取組内容について記述を変更

（３） 対象鳥獣の捕獲計画

・最近の捕獲状況等を考慮し，捕獲計画頭数を変更
・イノシシ：R3～R5 500頭→R6～R8 700頭
・シカ：R3～R5 20→R6～R8 20頭
・タヌキ：R3～R5 200頭→R6～R8 300頭
・アナグマ:R3～R5 800頭→R6～R8 800頭
・ノウサギR3～R5 200羽→R6～R8 200羽
・ニホンザル：R3～R5 ５頭→R6～R8 ５頭
・カラス：R3～R5 200羽→R6～R8 200羽
・ヒヨドリ：R3～R5 100羽→R6～R8 100羽
・カワウ：R3～R5 200羽→R6～R8 200羽
・スズメ：R3～R5 300羽→R6～R8 300羽
・ドバト：R3～R5 100羽→R6～R8 100羽
・カモ：R3～R5 100羽→R6～R8 100羽

（４） 許可権限委譲事項

４

（１） 侵入防止柵の整備計画

【市単】
R6～R８：電気柵　4,500m×２段＝9,000m
【国庫】
R6～R８：電気柵　5,000ｍ×３段＝15,000m

（２） 侵入防止柵の管理等に関する取組(新規)

５

防護柵の設置等に関する事項

南九州市鳥獣被害防止計画変更概要

項目

対象鳥獣の種類，被害防止計画の期間及び対象地
域

鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に関する
基本的な方針

対象鳥獣の捕獲等に関する事項

生息環境管理その他被害防止施策に関する事項
（新規）



変更の概要項目

６

（１） 関係機関等の役割

（２） 緊急時の連絡体制

７

８

（１） 捕獲等をした鳥獣の利用方法（新規）

（２） 処理加工施設の取組（新規）

（３）
捕獲をした対象鳥獣の有効利用のための人材
育成の取組（新規）

９

（１） 被害防止対策協議会に関する事項

（２） 関係機関に関する事項

（３） 鳥獣被害対策実施隊に関する事項 ・令和５年度現在の人数に変更

（４） その他被害防止施策の実施体制に関する事項

10

　

対象鳥獣による住民の生命，身体又は財産に係る被
害が生じ，又は生じるおそれがある場合の対処に関
する事項（旧様式５）

捕獲等をした対象鳥獣の処理に関する事項
（旧様式６）

被害防止施策の実施体制に関する事項（旧様式８）

捕獲等をした対象鳥獣の食品・ペットフード・皮革とし
ての利用等その有効な利用に関する事項（旧様式７）

その他被害防止施策の実施に関し必要な事項
（旧様式９）


